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【年通号数】公開・登録公報2016-004
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【手続補正書】
【提出日】平成29年4月27日(2017.4.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の条件の成立に基づいて、始動情報を取得する始動情報取得手段と、
　所定の上限数を限度に、前記始動情報を保留記憶として記憶する保留記憶手段と、
　前記保留記憶手段に記憶された前記始動情報に基づき、遊技者にとって有利な特定遊技
状態とするか否かの抽選を行う抽選手段と、
　所定の開始条件が成立したことに基づいて、識別情報の可変表示を開始する識別情報表
示手段と、
　前記開始条件の成立に先立って、前記始動情報を判定する先読み判定手段と、
  前記保留記憶手段に記憶された前記始動情報に基づく保留表示を表示可能な保留表示手
段と、
  前記先読み判定手段による判定結果に基づいて、前記開始条件の成立前に前記保留表示
を、通常保留表示態様または該通常保留表示態様とは異なる特別保留表示態様で表示する
ことにより、前記特定遊技状態となる可能性を予告する保留変化予告を実行する保留変化
予告制御手段と、
　前記識別情報表示手段により前記識別情報の可変表示が開始される場合に、該可変表示
に対応する前記保留表示を特定表示として所定領域に表示可能な特定表示手段と、
　前記抽選手段および／または前記先読み判定手段による判定結果に基づいて、前記特定
表示を、通常表示態様または該通常表示態様とは異なる特別表示態様で表示することによ
り、前記特定遊技状態となる可能性を予告する特定表示予告を実行する特定表示予告制御
手段とを備えた遊技機であって、
　前記保留表示予告制御手段は、前記保留変化予告の対象となっている前記始動情報に対
応する変動パターンがリーチパターンであるか否かに拘らず該保留変化予告を実行可能で
あり、前記特定表示予告制御手段は、前記特定表示予告の対象となっている前記始動情報
に対応する変動パターンがリーチパターンである場合に該特定表示予告を実行可能である
ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００１】
  この発明は、保留変化予告および特定表示予告を実行可能な遊技機に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
  しかしながら、特許文献１において開示されている予告は、保留変化予告（先読み保留
変化予告）と特定表示予告（当該変動保留変化予告）とを単に組み合わせたに過ぎず、個
々の予告の演出のバリエーションを、大幅に増大させるには至っていない。
  この発明は、このような背景の下でなされたものであり、保留変化予告および特定表示
予告の演出効果の向上を図ることができ、これにより、遊技の興趣の高い遊技機を提供す
ることを目的とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
  前記の目的を達成するための請求項１に記載の発明は、所定の始動条件の成立に基づい
て、始動情報を取得する始動情報取得手段（４０Ａ）と、所定の上限数を限度に、前記始
動情報を保留記憶として記憶する保留記憶手段（６１，６２）と、前記保留記憶手段に記
憶された前記始動情報に基づき、遊技者にとって有利な特定遊技状態とするか否かの抽選
を行う抽選手段（４０Ａ）と、所定の開始条件が成立したことに基づいて識別情報の可変
表示を開始する識別情報表示手段（３５，３６）と、前記開始条件の成立に先立って前記
始動情報を判定する先読み判定手段（４０Ａ）と、前記保留記憶手段に記憶された前記始
動情報に基づく保留表示（１０２）を表示可能な保留表示手段（１０１，１２１）と、 
前記先読み判定手段による判定結果に基づいて、前記開始条件の成立前に前記保留表示を
、通常保留表示態様または該通常保留表示態様とは異なる特別保留表示態様で表示するこ
とにより、前記特定遊技状態となる可能性を予告する保留変化予告を実行する保留変化予
告制御手段（４１Ａ）と、前記識別情報表示手段により前記識別情報の可変表示が開始さ
れる場合に、該可変表示に対応する前記保留表示を特定表示（１０４）として所定領域に
表示可能な特定表示手段（１０３）と、前記抽選手段および／または前記先読み判定手段
による判定結果に基づいて、前記特定表示を、通常表示態様または該通常表示態様とは異
なる特別表示態様で表示することにより、前記特定遊技状態となる可能性を予告する特定
表示予告を実行する特定表示予告制御手段（４１Ａ）とを備えた遊技機（１）であって、
前記保留表示予告制御手段は、前記保留変化予告の対象となっている前記始動情報に対応
する変動パターンがリーチパターンであるか否かに拘らず該保留変化予告を実行可能であ
り、前記特定表示予告制御手段は、前記特定表示予告の対象となっている前記始動情報に
対応する変動パターンがリーチパターンである場合に該特定表示予告を実行可能であるこ
とを特徴とする遊技機を提供する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
  本発明によれば、保留変化予告および特定表示予告の演出効果の向上を図ることができ



(3) JP 2016-7328 A5 2017.6.15

、これにより、遊技の興趣の高い遊技機を提供できる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　大当り抽選の結果は、前述のように第１特別図柄表示手段３５，３６に表示されるが、
特別図柄表示手段３５，３６だけでなく、液晶表示ユニット２４にも表示される。
　特別遊技状態（特定遊技状態）中は、大入賞口開閉役物３１の揺動により大入賞口３０
が開放される。パチンコ機１には、第１および第２特別遊技状態（当り遊技）の合計２種
類の特別遊技状態が用意されている。
　第１特別遊技状態では、所定の時間（たとえば30(sec)）が経過するまで、または大入
賞口３０に予め定める最大個数（たとえば10球）の遊技球が入球するまで、大入賞口３０
を開放するといった開放動作を１つのラウンドとして、このような開放動作がインターバ
ル（たとえば1.0(sec)）を挟んで所定の多数ラウンド（たとえば16ラウンド）行われる。
１回の第１特別遊技状態において、遊技者が獲得可能な賞球は、たとえば約1600個（10（
個／球）×10（球／ラウンド遊技）×16（ラウンド））である。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
  パチンコ機１には、先読み保留変化予告（保留変化予告）が搭載されている。先読み保
留変化予告では、第１または第２の始動情報記憶部６１，６２に記憶されている始動情報
を図柄変動の開始前に先読み判定しておき、その判定結果に基づいて、その保留記憶に対
応する保留表示１０２の保留表示態様（色）を、通常時（「白（デフォルト）」）と異な
った態様（特別保留表示態様）で表示することにより、その保留記憶に対応する変動動作
についての先読み信頼度を予告している。
  具体的には、保留数表示部１０１，１２１に表示される保留表示１０２は、その表示色
によって、先読み信頼度（大当り信頼度の他、保留表示１０２の保留表示態様の変化回数
や大当り信頼度の高い態様への期待度等を含む。）が異なっている。この実施形態では、
図４（ｃ）に示すように、保留表示１０２の保留表示態様として、「白（デフォルト）」
、「青」、「緑」および「赤」の４態様が表示されている。つまり、「白（デフォルト）
」の態様が通常保留表示態様であり、「青」、「緑」および「赤」の態様が特別保留表示
態様である。図４（ｃ）に示すように、「白」から「青」、「緑」、「赤」へと向かうに
従って、先読み信頼度が高くなるように設定されている。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
  パチンコ機１には、当該変動保留変化予告（特定表示）も搭載されている。具体的には
、液晶表示ユニット２４の下部分において左右方向の中央部には、現在変動中の第１また
は第２特別図柄（演出図柄）の変動動作に対応する始動情報を指し示す当該変動保留表示
部（特定表示手段）１０３が表示されている。当該変動保留変化予告では、当該変動保留
表示部１０３に表示される保留表示（以下、「当該変動保留表示」という。特定表示）１
０４の保留表示態様（特定表示の態様）を、第１または第２特別図柄（演出図柄）の変動
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動作中に所定の保留表示態様に変化させることにより、現在変動している変動動作に対す
る大当り信頼度（当りの特別図柄が導出表示される信頼度）を表示している。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
  具体的には、当該変動保留表示部１０３に表示される当該変動保留表示１０４は、その
保留表示態様によって、その保留球に対応する大当り信頼度が異なっている。この実施形
態では、図４（ｄ）に示すように、当該変動保留表示１０４の保留表示態様（特定表示の
態様）として、「白（デフォルト）」、「白点滅」、「青」、「緑」、「赤」、「デンジ
ャー」および「レインボー（虹色）」の７態様が表示されている。図４（ｄ）に示すよう
に、「白」から「白点滅」、「青」、「緑」、「赤」、「デンジャー」および「レインボ
ー」へと向かうに従って大当り信頼度が高くなるように設定されている。なお、「レイン
ボー」は、大当り信頼度が１００％（確定）の保留表示態様である。また、「白」と「白
点滅」とは、同じ白色を表示しているのであるが、点灯態様が異なるので、この明細書で
は、互いに異なる保留表示態様として取り扱うこととする。当該変動保留変化予告におけ
る当該変動保留表示１０４の保留表示態様には、先読み保留変化予告による保留表示１０
２にない保留表示態様（「白点滅」、「デンジャー」および「レインボー」）が含まれて
いる。すなわち、先読み保留変化予告では表示可能であるが、当該変動保留変化予告では
表示されない保留表示態様がある。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
  変動動作の消化が進み、図４（ａ）に示すように、前記の「緑」の保留表示１０２に対
応する変動動作が変動開始される際には、この保留表示１０２に対応していた始動情報に
ついての表示が、第１の保留数表示部１０１から当該変動保留表示部１０３にシフト移行
し、当該変動保留表示部１０３において当該変動保留表示１０４として表示される。この
とき、当該変動保留表示部１０３において表示される当該変動保留表示１０４の保留表示
態様は、シフト移行前の「保留1」の保留表示１０２の保留表示態様と同じである。すな
わち、保留表示１０２の保留表示態様（通常保留表示態様または特別保留表示態様）に対
応する変動動作が変動開始される際には、その通常保留表示態様またはその特別保留表示
態様（すなわち、通常表示態様または特別表示態様）が、当該変動保留表示１０４として
継続して表示される。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
  主制御基板４０は、ＣＰＵ４０Ａ（始動情報取得手段、抽選手段、先読み判定手段）、
ＲＡＭ４０ＢおよびＲＯＭ４０Ｃを含むマイクロコンピュータを備えている。主制御基板
４０には、演出制御基板４１や払出制御基板４２などに制御コマンドを送信するためのコ
マンド送信部が設けられている。
  主制御基板４０には、第１および第２特別図柄表示手段３５，３６ならびに普通図柄表
示手段３７が制御対象として接続されている。また、主制御基板４０には、第１および第
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２特別図柄始動口２６，２７（図２参照）への入球をそれぞれ検出するための第１および
第２特別図柄始動口入球センサ４６，４７が接続されており、第１および第２特別図柄始
動口入球センサ４６，４７からの検出出力が直接入力されるようになっている。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
  演出制御基板４１は、演出インターフェイス基板４３を介して主制御基板４０に接続さ
れている。演出制御基板４１は、ＣＰＵ（保留変化予告制御手段、特定表示予告制御手段
）４１Ａ、ＲＡＭ４１ＢおよびＲＯＭ４１Ｃを含むマイクロコンピュータを備えている。
演出制御基板４１には、液晶表示制御基板４４などに制御コマンドを送信するためのコマ
ンド送信部が設けられている。演出制御基板４１には、演出インターフェイス基板４３を
介して液晶表示制御基板４４が接続されている。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４３】
  次いで、ＣＰＵ４１Ａは、当該変動保留表示部１０３（図３等参照）の表示を更新する
保留表示更新処理を実行する（ステップＳ９７）。ＣＰＵ４１Ａは、保留態様変化パター
ン記憶部７７に記憶されている、当該変動保留表示用の保留態様変化パターンの内容に基
づいて、液晶表示ユニット２４の当該変動保留表示部１０３の当該変動保留表示１０４を
更新表示する。当該変動保留変化予告を実行する場合には、ＣＰＵ４１Ａは、該当該変動
保留表示１０４を、所定の一の保留表示態様（「白点滅」、「青」、「緑」、「赤」、「
デンジャー」または「レインボー」のいずれかの表示態様。すなわち特別表示態様）で表
示するか、あるいは複数（「白」、「白点滅」、「青」、「緑」、「赤」、「デンジャー
」または「レインボー」のいずれかの保留表示態様）の間でステップアップするように表
示する。当該変動保留変化予告を実行しない場合には、ＣＰＵ４１Ａは、該当該変動保留
表示１０４を、「白」の保留表示態様（すなわち、通常表示態様）で表示する。
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